
 

〈薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名〉 

 法人の場合、各役員が分掌する業務の範囲を決定した結果、その分掌す

る業務の範囲に、薬事に関する法令に関する業務（薬事に関する法令を遵

守して行わなければならない業務）が含まれる役員が「責任役員」に該当

します。 

 代表者のほか、上記に該当する役員の氏名を列記してください。 

〈通常の営業日及び営業時間〉 

 通常の営業日ごとの営業開始時間と営業終了時間（営業時間）を記載し

てください。 

 営業時間は、「実店舗を開店し、医薬品の販売・授与等を行う時間」（開

店時間）と「閉店時、特定販売のみを行う時間（注文のみを単に受け付け

る時間を除く。）」のことです。 

〈薬剤師不在時間の有無〉 

 薬剤師不在時間とは、緊急時の在宅対応や急遽日程の決まった退院時カ

ンファレンスへの参加など、開店時間のうち、当該薬局において調剤に従

事する薬剤師が別の場所でその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時

的にその薬局において薬剤師が不在となる時間のことです。 

 なお、予定されている在宅対応や学校薬剤師の定期的な業務については、

薬剤師不在時間に含みません。 

 


